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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

安全保護回路について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査指針の比

較並びに当該指針を踏まえたこれまでの許認可実績により，事業指定基準規

則第 19 条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。（第

19.１表） 
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第
1
9
.
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
9
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
１

／
３

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
1
9
条

（
安

全
保

護
回

路
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

再
処

理
施

設
に

は
、

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

安
全

保
護

回
路

（
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
に

属
す

る
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同

じ
。

）
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

一
 

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

こ
れ

ら
の

異

常
な

状
態

を
検

知
し

、
こ

れ
ら

の
核

的
，

熱
的

及

び
化

学
的

制
限

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
た

め

の
設

備
の

作
動

を
速

や
か

に
、

か
つ

、
自

動
的

に

開
始

さ
せ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

（
指

針
1
9
）

 

２
．

 
異

常
状

態
を

検
知

し
、

事
故

へ
の

拡
大

を
防

止
又

は
抑

制
す

る
た

め
に

、
安

全
保

護
動

作
を

起
こ

さ
せ

る
よ

う
設

計
さ

れ
た

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
安

全
保

護
系

に
つ

い
て

は
、

計
測

制
御

系
と

の
部

分
的

共
用

に
よ

っ
て

、
そ

の
安

全
機

能
を

失
う

こ
と

の
な

い
設

計
で

あ
る

こ

と
。

 

変
更

無
し
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二
 

火
災

、
爆

発
そ

の
他

の
再

処
理

施
設

の
安

全

性
を

著
し

く
損

な
う

お
そ

れ
が

生
じ

た
と

き
に

、

こ
れ

ら
を

抑
制

し
、

又
は

防
止

す
る

た
め

の
設

備

（
前

号
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

作
動

を

速
や

か
に

、
か

つ
、

自
動

的
に

開
始

さ
せ

る
も

の

と
す

る
こ

と
。

 

（
指

針
1
9
）

 

２
．

 
異

常
状

態
を

検
知

し
、

事
故

へ
の

拡
大

を
防

止
又

は
抑

制
す

る
た

め
に

、
安

全
保

護
動

作
を

起
こ

さ
せ

る
よ

う
設

計
さ

れ
た

系
統

及
び

機
器

で
あ

る
安

全
保

護
系

に
つ

い
て

は
、

計
測

制
御

系
と

の
部

分
的

共
用

に
よ

っ
て

、
そ

の
安

全
機

能
を

失
う

こ
と

の
な

い
設

計
で

あ
る

こ

と
。

 

変
更

無
し
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三
 

計
測

制
御

系
統

施
設

の
一

部
を

安
全

保
護

回

路
と

共
用

す
る

場
合

で
あ

っ
て

、
単

一
故

障
が

生

じ
た

場
合

に
お

い
て

も
当

該
安

全
保

護
回

路
の

安

全
保

護
機

能
が

失
わ

れ
な

い
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

（
指

針
1
9
）

 

２
．

 
異

常
状

態
を

検
知

し
、

事
故

へ
の

拡
大

を
防

止
又

は
抑

制
す

る
た

め
に
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安

全
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護
動

作
を

起
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さ
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う
設

計
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れ
た

系
統
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び

機
器

で
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全
保
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は
、
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、
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。

 

変
更

無
し
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